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６月以降、感染状況は大きく改善し、５月９日から適用されていたまん延防止等重点措置

が６月２０日で終了しましたが、これまでの経験をふまえ感染の減少期においてしっかり

と抑 え込んでおくことが重要であることから、６月２１日から６月３０日までを、「三重

県リバウンド 阻止重点期間」として、ご協力をお願いしてまいりました。 感染状況を示す

指標について、感染状況は改善しています。こうしたことから感染状況の改善傾向は継続

して いると判断し、「三重県リバウンド阻止重点期間」は当初の期限どおり６月３０日で

終了します。

４月２０日に「三重県緊急警戒宣言」を発出した後、２か月を超える長期にわたり、県民

の感染状況の改善に伴い、「三重県リバウンド阻止重点期間」は終了するものの、次の波

を 起こさない、起きたとしても短く、小さく抑えていくための取組が必要となります。そ

のため、 「三重県指針」を改定し、県民の皆様、事業者の皆様に今、一緒に取り組んでい

ただきたい 事項をとりまとめました。 これから、梅雨が明け、本格的な夏となり、夏休み

や帰省など多くの人が移動する季節と なります。昨年７月から８月にかけての第２波にお

いては、若い世代の方や県外由来の感染 事例が増加し、その後、家庭内で感染が拡大、幅

広い年代の方への感染へとつながりまし た。こうした経験もふまえ、今年こそは感染拡大

を防ぎ、楽しい夏を迎えられるよう、オール三 重で感染防止対策に取り組んでいく必要が

あります。県としても、引き続き、ワクチン接種、 検査体制の充実、影響を受けている事

業者の皆様への支援をはじめ対策に取り組んでまい りますので、県民の皆様も一緒に取り

組んでいただきますようお願い申し上げます。

令 和 ３ 年 ６ 月 ２ ９ 日 三重県知事 鈴木 英敬

〔一部抜粋〕
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三重県サッカー協会の考え方 Ⅰ
【基本的な考え方】
参加の有無については、選手並びに保護者の意見を尊重してください。

【適応期間：2021年7月16日（金）から8月31日（火）まで】

〔日常の活動についての考え方〕
＊各チーム、感染症対策を徹底した上での活動は制限されません。
〔健康チェック・手指消毒・３密の回避 等〕
食事の場合は距離をとり、向かい合っての会食は避ける工夫が必要です。

〔県外での活動について〕
＊緊急事態宣言や特別措置等が発出されている都道府県や、移動先の感染
状況や移動に関する方針等を良く理解し、必要性について今一度立ち止
まって慎重に検討をしてください。他地域から来県した練習試合・イベ
ントについても、同様の考えで取り組んでください。

〔県内での活動について〕
＊県サッカー協会及び各連盟等が主催する大会の参加については、当該選
手や保護者の意向を聞き取り、主催者の感染防止対策を実施することは
もちろん、チームの状況に応じて感染防止対策を徹底して参加できるこ
ととします。
なお、状況により必要が生じれば見直します。
注）中体連・高体連からの通達は優先してください。

〔感染対策ルールの徹底〕
➀自主的に参加を見合わせる（以下の事項に該当する場合）
・体調が良くない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異
常などの症状がある場合）

・同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい
る国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

②マスクを着用する（ピッチ上、アップ中、練習中は除外）
③咳エチケットに十分配慮する
④手洗い、手指消毒をこまめに行う
⑤社会的距離（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）を確保する
⑥３密（密閉・密集・密接）を避ける
⑦握手、ハグ、ハイタッチなどは行わない
⑧円陣を組んで大きな声を出さない
⑨フィールド上での唾・痰吐き、うがい等は絶対にしない
⑩タオル、飲料ボトルのなどの供用はしない
⑪健康チェックシートの提出（感染症予防担当者は保管）
⑫その他JFA、MFAが示す注意事項
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三重県サッカー協会の考え方 Ⅱ

〔観戦について〕
＊以下の条件を満たし、「無観客」の制限を解除します。
〔但し、感染状況により変更になる可能性があります〕

１．競技エリアと観戦エリアは使用施設により異なりますが、最低５ｍの距
離が確保できること。（コーンの設置・ローピングにてゾーンの分離）

２．感染者が来場した場合を想定して、保健所の聞き取り調査に協力できる
よう、来場者が居た場所を特定できるように、ブロックやエリア表示を
明確に示す。〔周知できるよう、告知してください〕

３．施設によってはフェンス等にて区分されています。周辺での観戦が当該
施設により、「人流の抑制・滞留の解除」を理由として制限がある場合
協議により円満な解決をお願いします。

４．感染対策ルールの徹底
➀自主的に参加を見合わせる（以下の事項に該当する場合）
・体調が良くない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異
常などの症状がある場合）

・同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい
る国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

５．応援スタイルについて（禁止される行為）
➀観戦エリアでは社会的距離（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）を確保する
②声を出す応援（禁止理由：飛沫感染につながるため）
〔EX:指笛・チャント・ブーイング、メガホンなど道具・楽器の使用〕

③人と接触する応援（EX:ハイタッチ・肩組みなど）
④「密」を作る応援

１．～３．については、主管する種別での対応、４．～５．については、
チームより関係者に周知できる方策をとってください。

【注意事項】
中体連・高体連のチームとの対戦において、活動に制限が加えられている
場合（ここでは応援や観戦が禁止されている）、チーム間や実行委員会で
協議し、何れのチームにも不利（不公平）な状況が生じないよう、コンセ
ンサスを得るようにしてください。

※上記条件が遵守されていないと判断された場合、「無観客」とします。
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感染者やそのご家族、所属する企業・団体に対し、さらに個人を特定しよ
うと ることや偏見・差別につながる行為、人権侵害、誹謗中傷等は絶対
に行わな いでください。 仕事や通勤等やむを得ない事情で県外から来県
される方、治療にあたっている医療従事者、外国から帰国された方、 日
本に居住する外国人の方が差別や偏見にさらされることも絶対あってはな
らないことです。このような偏見や差別が生じないよう十分な配慮をお願
いします。

三重県新型コロナ対
策パーソナルsupport
「安心みえるLINE」

政府〔内閣官房：新型コロナウイルス感染症対策〕
https://corona.go.jp/
スポーツ庁
https://www.mext.go.jp/sports/
日本サッカー協会〔JFAサッカー活動の再開に向けたガイドライン〕
https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.pdf#search=%27JFA+%E3%8
2%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%
89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%27
三重県〔新型コロナウイルス感染症特設サイト〕
https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm#%E4%B8%89%E9%87%8D%
E7%9C%8C%E6%8C%87%E9%87%9D
『三重県指針』ver.12【別冊】イベントの開催基準等
000964443.pdf (mie.lg.jp)
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